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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の先端鉗子片を回動自在に支持する支軸の両端が、可撓性シースの先端に設けられ
た先端支持枠にかしめ固定され、上記可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置さ
れた操作ワイヤを進退操作することにより、上記一対の先端鉗子片が上記支軸を中心に前
方に向かって嘴状に開閉するように構成された内視鏡用鉗子において、
　上記可撓性シース内に上記操作ワイヤと並列に送液管路が挿通配置されると共に、上記
支軸の中間部分に上記支軸の軸線と直交する方向に貫通孔が形成され、上記送液管路の先
端部分が上記貫通孔に嵌挿支持されて、上記送液管路の出口が上記支軸より前方において
前方に向けて開口していることを特徴とする内視鏡用鉗子。
【請求項２】
　上記送液管路が、上記可撓性シース内に挿通配置された可撓性チューブと上記貫通孔に
嵌挿支持された金属パイプとを上記可撓性シースの先端付近で接続して形成されている請
求項１記載の内視鏡用鉗子。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、体内において止血や組織採取等を行うために内視鏡の処置具挿通チャンネ
ルに通して使用される内視鏡用鉗子に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　内視鏡用鉗子は一般に、一対の先端鉗子片を回動自在に支持する支軸が、可撓性シース
の先端に設けられた先端支持枠にかしめ固定され、可撓性シース内に軸線方向に進退自在
に挿通配置された操作ワイヤを進退操作することにより、一対の先端鉗子片が支軸を中心
に嘴状に開閉するように構成されている。
【０００３】
　しかし、内視鏡用鉗子を使用する際には、目的とする止血や組織採取等を行う前に、粘
膜表面に洗浄液を吹き付けて血液や汚液を洗い流したり、色素液を吹き付けて正常粘膜と
異常粘膜との区別をし易くしたい場合がある。
【０００４】
　そこで従来は、可撓性シース内の空間を通液路として利用して、可撓性シースの先端か
ら洗浄液や色素液等を放水することができるようにしていた（特許文献１、２、３）。
【特許文献１】特公平６－９８１４０
【特許文献２】特開平４－１４６７４１
【特許文献３】特開２００１－３２７５１２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１、２及び３に記載された従来の内視鏡用鉗子は、いずれも、可撓性
シースの先端から放水された液が、支軸や支軸によって支持されている先端鉗子片の駆動
腕等に当たってしまい、側方又は斜め前方に向けてしか放水することができないので、先
端鉗子片を目標患部に正対させた状態で患部を洗浄液で洗浄することができず、非常に使
い勝手が悪かった。
【０００６】
　そこで、可撓性シース内に操作ワイヤと並列に送液管路を挿通配置して、その送液管路
の先端部分が、一対の先端鉗子片を支持する支軸と支軸との間を通過するようにレイアウ
トし、送液管路の出口を支軸より前方に配置することが考えられるが、支軸を先端支持枠
にかしめ固定する際に支軸に作用する大きな力によって送液管路が潰されてしまい、うま
くいかない。
【０００７】
　そこで本発明は、支軸を中心に嘴状に開閉する先端鉗子片を目標患部に正対させた状態
のときにその目標患部を洗浄液で容易に洗浄することができる機能が得られ、しかも組み
立て時に送液管路を潰すことなく支軸を確実にかしめ固定することができる内視鏡用鉗子
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用鉗子は、一対の先端鉗子片を回動自在に
支持する支軸が、可撓性シースの先端に設けられた先端支持枠にかしめ固定され、可撓性
シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置された操作ワイヤを進退操作することにより、
一対の先端鉗子片が支軸を中心に嘴状に開閉するように構成された内視鏡用鉗子において
、可撓性シース内に操作ワイヤと並列に送液管路が挿通配置され、その送液管路が一対の
先端鉗子片を支持する支軸と支軸との間を通過してその出口が支軸より前方に配置され、
各支軸の端部付近が円筒状に形成されてその部分が先端支持枠にかしめ固定されているも
のである。
【０００９】
　なお、一対の先端鉗子片を支持する支軸と支軸とが同軸線上に真っ直ぐに配置されると
共に、送液管路の先端部分を支持する送液管路支持片が両支軸の間に配置されて、両支軸
と送液管路支持片とが一体に形成されていてもよい。
【００１０】
　また、送液管路が、可撓性シース内に挿通配置された可撓性チューブと送液管路支持片
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に支持された金属パイプとを可撓性シースの先端付近で接続して形成されていてもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、送液管路が一対の先端鉗子片を支持する支軸と支軸との間を通過して
その出口が支軸より前方に配置されていることにより、支軸を中心に嘴状に開閉する先端
鉗子片を目標患部に正対させた状態のときにその目標患部を洗浄液で容易に洗浄すること
ができ、しかも、各支軸の端部付近が円筒状に形成されてその部分が先端支持枠にかしめ
固定されていることにより、加える力を大幅に小さくしてかしめ加工することができるの
で、組み立て時に送液管路を潰すことなく支軸をかしめ固定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　一対の先端鉗子片を回動自在に支持する支軸が、可撓性シースの先端に設けられた先端
支持枠にかしめ固定され、可撓性シース内に軸線方向に進退自在に挿通配置された操作ワ
イヤを進退操作することにより、一対の先端鉗子片が支軸を中心に嘴状に開閉するように
構成された内視鏡用鉗子において、可撓性シース内に操作ワイヤと並列に送液管路が挿通
配置され、その送液管路が一対の先端鉗子片を支持する支軸と支軸との間を通過してその
出口が支軸より前方に配置され、各支軸の端部付近が円筒状に形成されてその部分が先端
支持枠にかしめ固定されている。
【実施例】
【００１３】
　図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
　図５は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して止血や組織採取等に使用される内視鏡
用鉗子を示している。
【００１４】
　可撓性シース１内には、操作ワイヤ２が軸線方向に進退自在に全長にわたって挿通配置
されており、操作ワイヤ２を手元側から軸線方向に進退させることによって、可撓性シー
ス１の先端側に配置された一対の先端鉗子片３が嘴状に開閉駆動される。
【００１５】
　可撓性シース１の基端に配置された操作部２０には、可撓性シース１の基端に連結され
ている操作部本体２１に、操作ワイヤ２の基端が連結されているスライド操作部材２２が
摺動自在に配置されている。
【００１６】
　また、図示されていない注射筒等によって洗浄液等の液体を注入するための注水口２３
が操作部本体２１の側面に突設されており、その注水口２３に連通接続された例えば四フ
ッ化エチレン樹脂チューブ製の送液チューブ１０（送液管路）が、操作ワイヤ２と並列に
可撓性シース１内に全長にわたって挿通配置されている。
【００１７】
　図１は内視鏡用鉗子の先端部分の正面断面図、図２は側面断面図、図３と図４は、図１
におけるIII－III断面図とIV－IV断面図であり、可撓性シース１は、ステンレス鋼線製の
コイルパイプ１ａに電気絶縁性の可撓性チューブ１ｂを被覆して構成されている。ただし
、コイルパイプ１ａのみ、或いは可撓性チューブ１ｂのみ等の構成であっても差し支えな
い。
【００１８】
　可撓性シース１の先端に連結固着された先端支持枠４は、先寄りの部分がスリット４１
によって大きく分割された形状に形成されている。そして、一対の先端鉗子片３の後側部
分に各々一体に連結形成された駆動腕５がスリット４１内に配置されて、各駆動腕５と先
端鉗子片３との境界部分が、先端支持枠４の前端付近にかしめ固定された支軸９に各々回
転自在に軸支されている。
【００１９】
　操作ワイヤ２としては、ステンレス鋼線製の撚り線又は単線からなる二本のワイヤが可
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撓性シース１内に送液チューブ１０に沿って全長にわたって配置され、各操作ワイヤ２の
先端が、可撓性シース１の先端から前方に突出して、一対の駆動腕５の後端付近の各々に
形成された小孔６に係合している。
【００２０】
　また、可撓性シース１内においては、図１におけるIII－III断面を図示する図３にも示
されるように、先端付近を除いて二本の操作ワイヤ２が結束チューブ７により一体的に結
束されている。
【００２１】
　その結果、操作部２０において操作ワイヤ２を進退操作すると、操作ワイヤ２の先端に
連結された駆動腕５が支軸９を中心に回動し、駆動腕５と一体に形成されている先端鉗子
片３が支軸９を中心にして嘴状に開閉する。
【００２２】
　送液チューブ１０の先端部分は可撓性シース１の先端まで達しているが、そこで、先端
支持枠４の軸線位置に真っ直ぐに配置された例えばステンレス鋼パイプ等からなる金属パ
イプ１１（送液管路）に接続固着されている。
【００２３】
　金属パイプ１１は一対の先端鉗子片３を支持する支軸９と支軸９との間を通過する状態
に配置されていて、その出口開口１１ａは、支軸９より僅かに前方の一対の先端鉗子片３
の喉にあたる位置に、真っ直ぐに前方に向いた状態に配置されている。
【００２４】
　その結果、図２に示されるように、送液チューブ１０を経由して金属パイプ１１の出口
開口１１ａから行われる放水が一対の先端鉗子片３の間の空間に向かうので、先端鉗子片
３を目標患部１００に正対させて開いた状態のときに、その目標患部１００に洗浄液を容
易に吹き付けて洗浄することができる。
【００２５】
　８は、そのような金属パイプ１１を先端支持枠４に支持するための送液管路支持片であ
り、送液管路支持片８に形成された貫通孔に金属パイプ１１が嵌挿され、金属パイプ１１
の先端口元部分がラッパ状に広げられて、送液管路支持片８が貫通孔側に潜り込まないよ
うに構成されている。
【００２６】
　図１におけるIV－IV断面を図示する図４にも示されるように、一対の先端鉗子片３を支
持する二つの支軸９は、送液管路支持片８を間に挟んだ状態に同軸線上に真っ直ぐに配置
されていて、その送液管路支持片８と二つの支軸９とがステンレス鋼材からなる一部品と
して一体に形成されている。
【００２７】
　そして、先端支持枠４に穿設された孔に各支軸９の外端部分がかしめ固定されて、送液
管路支持片８と二つの支軸９を形成する一つの部品が両端において先端支持枠４に安定し
て固定された状態になっている。
【００２８】
　なお、支軸９を先端支持枠４の孔に差し込む際には、図１に二点鎖線で示されるように
、先端支持枠４のスリット４１部分を広げて支軸９を先端支持枠４の孔に差し込んでから
、スリット４１部分を元の真っ直ぐな状態に戻せばよい。
【００２９】
　そのような支軸９を先端支持枠４の孔にかしめ固定する工程において、支軸９が通常の
リベット状に形成されていて、それをかしめ機によりかしめ付けようとすると、支軸９に
対して軸線方向に大きな力が作用するため、支軸９が金属パイプ１１を押し潰す状態に送
液管路支持片８が変形してしまう。
【００３０】
　そこで、各支軸９は外端部付近が円筒状に形成されていて、その部分が先端支持枠４に
かしめ固定されている。なお、図１及び図３には、二つの支軸９のうち左側の支軸９はか
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態が図示されている。
【００３１】
　このように、外端部付近が円筒状に形成された支軸９をかしめ加工する際には、かしめ
機を用いて大きな力を加える必要がなく、例えば手持ち式の電動ドリル５０等を支軸９の
外端部に押し付けてその円筒状の口元部分を塑性変形させてかしめることができる。
【００３２】
　なお、そのようなかしめ加工の際であっても、送液管路支持片８と金属パイプ１１の潰
れを完全に防止するために、金属パイプ１１の先端内に金属ワイヤ等を差し込んでおくと
よい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の先端部分の正面断面図である。
【図２】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の先端部分の側面断面図である。
【図３】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の図１におけるIII－III断面図である。
【図４】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の図１におけるIV－IV断面図である。
【図５】本発明の実施例の内視鏡用鉗子の全体構成図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　可撓性シース
　２　操作ワイヤ
　３　先端鉗子片
　４　先端支持枠
　５　駆動腕
　８　送液管路支持片
　９　支軸
　１０　送液チューブ（送液管路）
　１１　金属パイプ（送液管路）
　１１ａ　出口開口
　４１　スリット
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